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まえがき 

 

 農業・農山村の現場を取り巻く状況が厳しさを増す中、国は平成 25 年に産業政策と地

域政策を車の両輪として、農業・農村全体の所得を倍増させることを目指し、「農林水

産業・地域の活力創造プラン（平成 25 年 12 月）」を決定、その後、改訂しながら政策

展開が進められているところである。  
本県においては、平成 27 年に策定した「鳥取県農業活力増進プラン」を１０年後にお

いても本県農業の活力を維持し、高めていく施策を推進するための羅針盤として「鳥取

県農業生産１千億円達成プラン（平成 30 年 3 月）」に改訂したところであり、農 地 や

農 村 が 育 ん で き た 恵 と 命 を 次 世 代 に つ な げ て い く こ と も 重 要 と の 認 識 か ら 、県

内 の 農 業 者 の 皆 様 と と も に 実 行 し て い く プ ラ ン と し て い る 。  

 一 方 、改 良 普 及 員（ 普 及 指 導 員 ）は 、そ の 特 徴 で あ る 農 業 者 と 直 接 接 す る 活

動 に お い て 普 及 教 育 的 な 手 法 を 駆 使 し 、自 主 的 に 経 営 や 技 術 の 改 善 に 取 り 組 む

こ と が で き る 農 業 者 の 育 成 、す な わ ち 農 業 者 の 自 立 を 支 援 し て き た と こ ろ で あ

り 、今 後 も 上 述 の プ ラ ン に 基 づ い て 現 地 の 農 業 者 の 皆 様 と と も に 農 業・農 村 の

発 展 を 目 指 す も の で あ る 。  

こ の た め に 改 良 普 及 員（ 普 及 指 導 員 ）は 、地 域 の 課 題 等 に 対 応 す る 技 術 体 系

の 構 築 及 び 普 及 や 、農 業 者（ 農 業 経 営 体 ）の 経 営 支 援 等 を 行 う「 ス ペ シ ャ リ ス

ト 機 能 」と 関 係 機 関 の 連 携 を 促 す「 コ ー デ ィ ネ ー ト 機 能 」を 発 揮 し な が ら 、地

域 農 業 の 維 持・発 展 や 担 い 手 の 育 成 確 保 、積 極 的 に 経 営 発 展 に 取 り 組 む 農 業 者

や 地 域 農 業 を 牽 引 す る リ ー ダ ー の 育 成 、生 産 現 場 の 技 術 革 新 、農 村 の 総 合 的 な

振 興 、 持 続 的 な 開 発 目 標 （ SDGｓ ） の 達 成 に 向 け た 取 組 等 を 総 合 的 に 支 援 す る

こ と が 重 要 で あ る 。  

 
 以上を踏まえつつ、国が令和２年８月に定めた「協同農業普及事業の運営に関する指

針」を受け、令和３年度から今後概ね５年間の本県における普及事業の実施に関する基

本的な方針を定めるものとする。  



 
 

第１ 普及指導活動の課題と方法に関する事項  

 本県の普及事業は、本県の農業施策の基本となる「鳥取県農業生産１千億円達成プラ

ン」に基づき、農業者等の要望に沿った普及指導活動を展開する。そのため、農業改良

普及（支）所（農業改良助長法第１２条に規定する「普及指導センター」）は所管地域

の実情に即した課題や普及対象を設定し、関係機関と緊密に連携し、効率的かつ効果的

な普及指導活動を行う。 

 

１ 普及指導活動の基本的な課題  

（１）新たな担い手の育成・確保および多様な担い手農業者等の経営発展  
   新規就農者、法人経営や集落営農組織など地域農業を牽引する新たな担い手の育

成・確保に向けた取組を推進する。また、農業経営や農村における女性の活躍や関

係機関との連携により、地域の実情に応じて、他産業退職者、高齢者、障がい者、

外国人等の多様な人材の活用のための取組を推進する。 

（２）技術革新・生産基盤の強化による農畜産物等の安定生産と産地育成  
新品種、スマート農業技術等新技術、次世代型農業支援サービス等を活用した農

畜産物等の生産振興を推進する。また、加工・業務需要や海外需要の増加に対応し

た新たな生産・流通体系の構築など産地育成に向けた取組を推進する。 

（３）地域農業の振興と農村地域の活性化  
中山間地など地域農業振興に関する合意形成支援及び地域の気候や生産条件を活

かした活動の取組を推進する。また、地域が一体となった鳥獣被害防止対策を推進

する。  
（４）持続可能な農業生産の推進  

有 機 物 利 用 等 に よ る 地 力 の 増 進 、 総 合 的 ・ 雑 草 管 理 （ Ｉ Ｐ Ｍ ） の 実 践 、

有 機 農 業 の 取 組 及 び 特 別 栽 培 、エ コ フ ァ ー マ ー 等 へ の 取 組 を 推 進 す る 。ま

た 、 温 暖 化 等 気 候 変 動 に 対 応 し た 生 産 安 定 技 術 の 取 組 を 推 進 す る 。  

（５）食の安全・安心、環境保全、労働安全の確保  
農 業 生 産 工 程 管 理（ Ｇ Ａ Ｐ ）の 導 入 等 に よ る 生 産 ・ 流 通 現 場 の 技 術 革 新

や 生 産 工 程 の 効 率 化 等 の 取 組 を 推 進 す る 。  

併 せ て 、農 業 機 械 の 適 正 使 用 、環 境 等 整 備 や 注 意 喚 起 に よ る 農 作 業 事 故

防 止 を 推 進 す る 。  

 

２ 普及指導活動の対象  

  普及指導活動の対象については、新規就農者および就農希望者、生産組織、経営改

善に意欲的に取り組む農業者（認定農業者、農業法人、農業への参入企業、集落営農

組織等）、新たな農業の展開を目指す者（有機・特別栽培等持続可能型農業に取り組

む農業者、新規作物を導入する農業者等）、経営参画に意欲的な女性農業者、地域農

業の振興に取り組む組織等とする。 

  

３ 普及指導活動方法に関する事項  

（１）普及指導活動の重点支援事項 

     第１の１に掲げた普及指導活動の基本課題において、本県施策を踏まえ重点的に

推進する事項は次の①～⑥のとおりとし、積極的取り組む。  
①  関係機関と連携した新規就農希望者および新規就農者への総合的支援  



 
 

②  スマート農業等新技術の実践及び働き方改革による収益向上  
③  女性の能力発揮支援、経営参画支援  
④  次世代型農業支援サービス等の活用による地域農業の振興と農村地域の活性化  
⑤  地域における多様な人材活用及び関係機関との連携による地域の課題解決  
⑥  担い手の育成確保、ＧＡＰの導入、気候変動への対応等の推進  

（ ２ ） 普 及 指 導 活 動 に お け る 対 象 の 重 点 化  

   普 及 指 導 活 動 を 効 果 的 か つ 効 率 的 に 実 施 す る た め 、農 政 の 展 開 方 向 お よ

び 地 域 の 実 情 に 沿 っ て 、 必 要 性 お よ び 緊 急 性 の 高 い 課 題 か ら 重 点 化 す る 。 

地 域 の 支 援 対 象 は 、第 １ の ２ に 掲 げ た 者 の う ち 、経 営 改 善 に 意 欲 的 取 り

組 む 農 業 者 に 重 点 化 す る 。ま た 、支 援 対 象 が 取 り 組 む 経 営 改 善 や 新 た な 取

組 等 が 軌 道 に 乗 る ま で の 一 定 期 間 を 重 点 的 に 支 援 す る 。  

  重 点 化 に 当 た っ て は 、 地 域 の 農 業 者 、 関 係 機 関 、 団 体 等 の 意 見 を 聴 き 、

そ れ ぞ れ の 役 割 分 担 を 明 確 に す る 。  

（ ３ ） 農 業 者 に 対 す る 支 援 の 充 実 及 び 協 働 関 係 の 構 築  

農 業 者 や 関 係 者 に 対 す る 幅 広 く か つ 迅 速 な 情 報 発 信 や 共 有 に つ い て は 、

Ｉ Ｃ Ｔ の 有 効 性 も 検 討 し 、 農 業 者 等 が 情 報 を 受 け 取 り や す い 方 法 に 努 め

る 。  

先 進 的 な 農 業 者 や 地 域 リ ー ダ ー と の 意 見・情 報 交 換 を 実 施 し 、先 進 的 技

術 の 普 及 、実 証 ほ の 設 置 等 に よ る 先 進 的 な 農 業 者 等 と の 協 働 を 進 め 、新 規

就 農 者 の 育 成 や 将 来 の 地 域 リ ー ダ ー 等 の 育 成 に 努 め る 。  

（ ４ ） 試 験 研 究 機 関 等 と の 連 携 強 化  

   高 度 化 、多 様 化 す る 農 業 者 等 の 要 請 に 対 応 し た 技 術 開 発 や 技 術 普 及 の 迅

速 化 を 図 る た め 、 専 門 技 術 員 等 が 中 心 と な っ て 普 及 組 織 、 試 験 研 究 機 関 、

大 学 及 び 民 間 機 関 等 と 一 層 の 連 携 を 強 化 す る 。  

① 幅 広 い 試 験 研 究 成 果 の 普 及  

  農 業 改 良 普 及（ 支 ）所 の 情 報 提 供 や 現 地 の 実 証 ・ 展 示 ほ 等 に よ り 、試 験

研 究 機 関 で 開 発 さ れ た 技 術 の 迅 速 な 普 及 に 努 め る 。ま た 、開 発 技 術 が 中 途

の 段 階 で あ っ て も 、有 効 性 が 期 待 さ れ る 場 合 は 現 場 で の 適 応 性 の 評 価 や 体

系 化 を 行 い 、 技 術 開 発 と 普 及 の ス ピ ー ド ア ッ プ を 図 る 。  

② 現 地 課 題 の 迅 速 な 解 決  

  現 地 が 解 決 を 求 め る 課 題 を 随 時 、試 験 研 究 機 関 等 に 伝 達 し 、試 験 研 究 開

発 に 反 映 さ せ る 。ま た 、現 地 で 発 生 す る 高 度 、複 雑 か つ 緊 急 な 課 題 に つ い

て は 、試 験 研 究 機 関 等 と 現 地 試 験 を 実 施 す る な ど 密 接 な 連 携 の も と に 速 や

か な 解 決 を 図 る 。  

（ ５ ） 民 間 企 業 等 の 活 用  

   農 業 経 営 の 高 度 化 や 法 人 化 等 の 進 展 に 伴 っ て 要 請 が 高 ま っ て い る 税

務 ・ 労 務 管 理 、会 計 ・ 経 理 、マ ー ケ テ ィ ン グ 、Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 等 の 専 門 分 野 に

つ い て は 、 改 良 普 及 員 及 び 専 門 技 術 員 等 が 基 礎 的 な 知 識 を 備 え る と と も

に 、 必 要 に 応 じ て 民 間 企 業 （ 専 門 家 ） の 活 用 を 促 進 す る 。  

    ま た 、農 業 者 か ら の 専 門 的 な 技 術 、地 域 農 業 振 興 な ど の 要 望 に 対 し て は 、

新 技 術 の 実 践 や 青 年 農 業 者 の 育 成 等 を 行 う 指 導 農 業 士 等 先 進 的 農 業 者 を

普 及 指 導 協 力 員 と し て 、 そ の 協 力 を 得 て 効 率 的 な 普 及 指 導 活 動 に 当 た る 。 

（ ６ ） 県 関 係 行 政 部 局 や 市 町 村 等 と 連 携 し た 支 援 体 制 の 構 築  



 
 

     農 業 者 が 積 極 的 に 経 営 改 善 や 地 域 の 活 性 化 に 取 り 組 め る よ う に す る た

め 、 改 良 普 及 員 は 県 関 係 行 政 部 局 や 市 町 村 等 と 十 分 に 連 携 す る と と も に 、

有 効 な 農 業 補 助 奨 励 施 策 を 普 及 指 導 活 動 を 通 じ て 農 業 者 に 働 き か け る よ

う 努 め る 。  

   ま た 、農 業 者 の 生 の 声 を も と に し て 農 業 補 助 奨 励 施 策 が 実 施 さ れ る よ う 、

普 及 指 導 活 動 の 過 程 で 収 集 し た 農 業 者 の 動 向 や 意 見 な ど の 情 報 に つ い て 、

随 時 県 関 係 行 政 部 局 や 市 町 村 等 に 伝 達 す る 。  

（ ７ ） 普 及 指 導 活 動 の 計 画 、 実 施 、 評 価  

   農 業 改 良 普 及 （ 支 ） 所 は 、 農 業 者 が 行 う 問 題 解 決 の 支 援 、 農 業 者 や 地 域

の ニ ー ズ に 即 し た 活 動 、 施 策 誘 導 課 題 を 計 画 的 に 実 施 す る た め 、 向 こ う ５

年 間 の 活 動 の 基 本 方 針 や 目 標 を 普 及 指 導 計 画 と し て 策 定 す る 。  

    ま た 、そ れ ら を 実 現 す る た め に 毎 年 度 の 活 動 計 画 を 作 成 し て 、計 画 的 、継

続 的 に 実 施 す る 。  

    さ ら に 、期 待 さ れ る 成 果 が 上 げ ら れ た か 否 か 評 価・公 表 し 、普 及 指 導 活 動

の 改 善 、 向 上 を 図 る 。  

① 普 及 指 導 計 画 の 策 定  

  地 域 の ニ ー ズ や 課 題 、施 策 方 向 を 十 分 把 握 し 、農 業 者 や 地 域 の 意 見 を 聴

く と と も に 関 係 機 関 と 調 整 し な が ら 以 下 の 計 画 を 策 定 す る 。  

  ア 普 及 指 導 計 画 総 括 表  

    普 及 指 導 計 画 総 括 表 に は 、向 こ う ５ 年 間 の 所 管 区 域 内 に お け る 普 及 指

導 活 動 の 基 本 方 針 、 活 動 体 制 等 を 記 載 す る 。  

  イ 普 及 指 導 基 本 計 画  

    普 及 指 導 基 本 計 画 は 、５ 年 後 の 姿 を 目 標 と し て 課 題 を 決 定 し 、目 標 に

到 達 す る た め に 必 要 な 普 及 指 導 内 容 を と り ま と め る 。目 標 に 対 す る 進 捗

状 況 、 地 域 の 実 情 の 変 化 に 応 じ て そ の 都 度 見 直 し を 行 う 。  

  ウ 普 及 指 導 年 度 計 画  

    普 及 指 導 年 度 計 画 は 、普 及 指 導 活 動 を 計 画 的 、継 続 的 に 実 施 す る た め 、

普 及 指 導 課 題 を 決 定 し て 、 普 及 指 導 内 容 等 を 作 成 す る 。  

② 普 及 指 導 活 動 の 実 施 と 運 営  

普 及 指 導 活 動 を 計 画 的 に 実 施 す る た め 、農 業 改 良 普 及（ 支 ）所 長 を 中 心

と し て 次 の 事 項 に 留 意 し て 取 り 組 む 。  

  ア 総 括 責 任 者 の 配 置  

    農 業 改 良 普 及 所 （ 支 ） 長 は 、 次 長 (普 及 主 幹 ） と 共 に 普 及 指 導 年 度 計

画 を 管 理 運 営 す る 。  

専 門 班 長 、総 合 支 援 班 長 及 び プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム リ ー ダ ー は 、各 班 や

プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 普 及 指 導 活 動 を 総 括 す る 。  

  イ 進 捗 状 況 の 把 握  

    普 及 指 導 年 度 計 画 の 推 進 に 当 た っ て は 、内 部 打 合 会 な ど に お い て 進 捗

状 況 等 を 確 認 す る と と も に 、普 及 指 導 活 動 が 計 画 的 に 進 め ら れ る よ う 努

め る 。  

  ウ 中 間 検 討 会 の 開 催  

    年 度 の 中 途 に お い て 普 及 指 導 活 動 の 中 間 検 討 会 を 行 い 、そ の 後 に お け

る 普 及 指 導 活 動 に 役 立 て る 。  



 
 

  エ 活 動 記 録 の 作 成 と 活 用  

    普 及 指 導 活 動 の 継 続 性 を 保 持 し 、関 係 改 良 普 及 員 の 共 通 認 識 を 図 る た

め 、課 題 ま た は 必 要 に 応 じ て 経 営 体 ご と に 活 動 経 過 及 び 活 動 結 果 な ど を

ま と め 、 保 管 及 び 活 用 す る 。  

③ 普 及 指 導 活 動 の 評 価  

   普 及 指 導 活 動 を 的 確 か つ 計 画 的 に 進 め る た め 、 活 動 に 対 す る 評 価 を 行

う 。  

  ア 各 普 及 （ 支 ） 所 に お け る 普 及 指 導 活 動 実 績 検 討 会 （ 内 部 評 価 ） の 開 催  

       普 及 課 題 ご と に 普 及 指 導 の 経 過 、普 及 対 象 の 物 的 ・ 質 的 変 化 、到 達 目

標 に 対 す る 実 績 、残 さ れ た 問 題 点 等 を 取 り ま と め 、効 果 測 定 及 び 評 価 を

行 う 。  

  イ 農 業 改 良 普 及 事 業 評 価 検 討 会 （ 外 部 評 価 ） 等 の 開 催  

   (ア ） 各 普 及 （ 支 ） 所 段 階  

各 普 及 （ 支 ） 所 で は 、 各 地 域 に お け る 「 農 業 改 良 普 及 推 進 協 議 会 」

の 役 割 を 担 う も の と し て 委 員 を 選 定 し 、普 及 指 導 活 動 の 課 題 、普 及 方

法 、 関 係 機 関 と の 役 割 分 担 、 活 動 成 果 等 に 関 す る 幅 広 い 視 点 か ら の 、

客 観 的 な 評 価 の 参 考 と な る よ う な 意 見 ・ 要 望 を 聞 く 会（「 地 域 の 意 見

を 聞 く 会 」） を 開 催 す る 。 得 ら れ た 意 見 ・ 要 望 は 、次 年 度 以 降 の 普 及

指 導 活 動 に 十 分 に 反 映 さ せ 、 普 及 指 導 活 動 の 改 善 に 努 め る 。  

委 員 の 構 成 は 、普 及 対 象 で あ る 農 業 者 等 、生 産 部 会 代 表 者 、指 導 農

業 士 、 地 域 代 表 者 、 市 町 村 担 当 者 、 農 業 協 同 組 合 担 当 者 等 と す る 。  

   (イ ） 農 業 普 及 推 進 室 段 階  

（ ア ）に 加 え て 、本 県 の 普 及 指 導 体 制 、全 体 的 な 課 題 設 定 の 考 え 方

等 、必 要 と さ れ る 農 業 施 策 に 関 連 し て 、効 果 的 で 効 率 的 な 普 及 活 動 が

実 施 で き て い る か の 視 点 か ら 外 部 評 価 会 を 実 施 す る 。毎 年 度 、各 普 及

（ 支 ）所 の 主 要 課 題 か ら １ ～ ２ 課 題 を 選 定 し 、評 価 対 象 と す る 。得 ら

れ た 評 価 結 果 は 、普 及 指 導 の 計 画 活 動 の み な ら ず 活 動 体 制 に も 十 分 に

反 映 で き る よ う 、 改 善 に 努 め る 。  

な お 、 外 部 評 価 委 員 の 構 成 は 、 農 政 や 普 及 指 導 活 動 に 精 通 し た 学 識

経 験 者 、 県 内 に お け る 指 導 農 業 士 等 先 進 的 農 業 者 （ 女 性 ま た は 若 手 を

含 む ） 、 農 業 団 体 や 民 間 企 業 、 消 費 者 、 報 道 機 関 の 代 表 者 等 と す る 。  

ウ 外 部 評 価 結 果 の と り ま と め と 公 表  

  農 業 普 及 推 進 室 は 、普 及 活 動 の 成 果 等 と と も に 外 部 評 価 結 果 を 県 ホ ー

ム ペ ー ジ 等 で 公 表 す る 。  

 

第２ 普及指導員等の配置に関する事項  

１ 普及指導員等の配置  

  農業者ニーズの高度化・多様化に対応し、役割分担による効果的な普及指導活動を

実施するため改良普及員（普及指導員）等を配置する。 

（１）改良普及員（普及指導員）  
改良普及員を農業改良普及（支）所に置き、直接農業者に接して農業生産方式や

農業経営の改善、農業労働改善、新規就農支援及び調査研究等を行う。 

（２）専門技術員（農業革新支援専門員）  



 
 

専門技術員を農業普及推進室に置く。運営指針に基づき先進的な農業者に対する

支援を強化するため、高度かつ専門的な技術や経営に関する相談に対応する農業革

新支援センターとして農業普及推進室を位置付ける。  
また、高度な専門性を有し、研究機関、教育機関、行政機関等との連携強化によ

る専門技術の高度化や政策課題への対応、改良普及員等の専門分野ごとにおける普

及指導活動の総括・指導、先進的な農業者等からの高度かつ専門的な個別相談、支

援対応等を担う。 

２ 普及指導員等の在任期間  

  改良普及員等の在任期間については、地域の実情を踏まえ、かつ農業者との信頼関

係を維持しつつ継続的な普及指導活動を推進するという観点から、同一普及所で一定

期間継続して従事できるよう努める。 

  また、専門技術員等についても、改良普及員等との一体的活動が効果的に実施でき

るよう一定の在任期間の確保に努める。 

 

第３ 普及指導員等の資質の向上に関する事項  

    農業普及推進室は、改良普及員等の資質が継続的に研鑽されるよう、普及指導員の

目指すべき人材像、求められる資質、人材育成に向けた取組方針及びその推進体制等

について、概ね５年間を見据えた「鳥取県普及研修基本計画（普及指導員等人材育成

計画）」を策定する。これを基に改良普及員等の研修実施計画を示し、研修を実施す

る。  
１ 向上を図るべき資質  

改良普及員及び専門技術員の生産技術・経営指導能力（スペシャリスト能力）をは

じめ、関係機関等との連携のもとに課題解決を図る能力（コーディネート能力）、総

合的な課題解決能力（企画運営能力）の向上を図る必要がある。  
また、普及指導活動の手法（新規就農者から先進的な農業者に至るまでの多様な農

業者に接しコミュニケーションを図る手法、地域内外の幅広い関係者と連携を構築す

る手法及び地域農業について将来の展望に基づいた戦略を立案する手法等）について、

計画的かつ継続的に習得させるものとする。 

２ 資質向上の方法  

研修計画に基づき、自己研修及びＯＪＴを基本に研修を充実・強化するとともに、

ＩＣＴ等も効果的に活用しつつ、計画的に集合研修や国等が行う研修への派遣を実施

する。 

（１）自己研修及びＯＪＴの推進 

   農業・農村に対して常に問題意識を持ちながら、改良普及員等自らが普及指導活

動を行う上で必要な新技術や新知識を習得し、自己能力の開発・向上を目指す。  
   そのため、各農業改良普及（支）所で自己研修及びＯＪＴを実施する。実施に当

たっては、研修総括担当者（次長等）及び農業改良普及所長を中心とした支援体制

を強化するとともに、専門技術員等も必要な支援をする。また、必要に応じて職員

人材開発センターや民間企業等も活用する。 

（２）集合研修等の強化 

   実施に当たっては、各農業改良普及（支）所の職員の現状の能力を把握し、本人

の意向等を踏まえ農業普及推進室と協議する。農業普及推進室は各農業改良普及所

（支）と調整し、農業関係機関はもとより職員人材開発センター、他部局組織及び



 
 

民間企業を積極的に活用した研修を計画する。併せて、国の研修も活用しつつ改良

普及員等の資質向上を図る。また、普及方法、販売やマーケティング、労働の効率

化などについての資質向上も図っていく。 

     また、資質及び意欲の向上を図るため、課題解決のために取り組んだ調査研究等

の成果や普及活動事例等を、改良普及員及び専門技術員が相互に交換する機会を設

ける。 

（３）幅広い職務経験の必要性 

    普及指導員等の知識・技術の向上と、幅広い視野に立った総合的な能力の向上を

図る観点から、一定の在任期間を確保しつつ試験研究機関、農林水産部各課、他部

局等の幅広い職務を経験させるよう努める。 

（４）普及指導員資格者の確保 

   普及指導員として必要な力を身につけるため、受験資格を有する者に対し「普及

指導員資格試験」の受験を推進し、有資格者の確保に努める。 

 

第４ 農業改良普及（支）所等の運営に関する事項  

１ 農業改良普及（支）所（普及指導センター）の運営  

（１）農業改良普及（支）所の配置 

効率的な普及活動を地域で展開するため、農業改良普及（支）所を各地方事務所

に設置する。 

（２）活動体制  
   各農業改良普及（支）所は各特技（作物、野菜・花き、果樹、畜産）の専門班を

編成し、必要に応じて、複数の農業改良普及所管内で活動する担当者を配置する。  
また、総合支援班については、担い手育成全般にかかる対応を一元化した窓口と

位置づけ、新規就農や労働改善等、ニーズや重要性、複合性の高い分野を総合的に

支援する。 

集落営農、農業法人、認定農業者及びこれらを志向する農業者の支援や、地域農

業の振興課題等、専門班をまたがる活動については、総合支援班を中心に必要に応

じて、プロジェクトチームを編成して対応する。  
専門分担方式を基本としつつ、地域農業の課題について対応する。  
市町村や農業団体等との連絡調整を行う市町村窓口担当を配置する。 

また、農（林）業振興課（室）との連携の下に市町村等の単位で連絡会議を設け、

地域農業の振興課題について関係機関と情報交換を密に行う。  
（３）農業改良普及（支）所の業務内容と進め方  
  農業改良普及（支）所長は、普及活動が効率的かつ効果的に展開できるように、地

方事務所内、市町村、農業協同組合、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構等

との連携強化を率先して行い、職員にも関係機関との連携を促しながら所全体の調整

に努め、業務を総括する。  
改良普及員等は、現場で直面している技術的、経営的な課題の解決や、開発された

新技術等の早期普及を図るため、調査研究を行いながら業務を進める。  
また、巡回指導、展示ほの設置、講習会の開催その他の手段により、直接農業者に

接して技術及び知識の普及指導を行う。各担当地域の実態を把握し、特技内や特技間

の連携・情報共有を密にしつつ、関係機関との役割分担を行い、全体をコーディネー

トして普及活動を効率的かつ効果的に展開する。  



 
 

その他、食育活動、農産物・加工品のマーケティング等、地域農業の活性化に必要

と思われる活動を行う。  
（４）その他普及活動上の留意点 

①一般的な技術指導については、農業協同組合の行う営農指導との役割分担を明確に

し、必要に応じて対応する。 

②地域農業、男女共同参画、地産地消など地域課題は、市町村、県民福祉局等が主体

的に対応しているが、地域の実情に応じ要請等で支援が必要である場合は関係機関

と協力して、普及活動を行う。  
③家族経営協定、認定農業者制度や男女共同参画等関係機関の業務と関係のある活動

については、関係機関との役割分担と連携を図りながら取組む。  
④普及活動の実施に当たっては、支援対象・内容について農業協同組合、市町村等と

十分話合いを行い、農業者等への支援対応が的確に行われるよう役割分担等を事前

に行う。  
 
２ 農業普及推進室（農業革新支援センター）の設置と活動体制  

（１）農業普及推進室の設置  
   専門技術員（農業革新支援専門員）を配置するため、農業振興監経営支援課内に

農業普及推進室（農業革新支援センター）を設置する。  
（２）活動体制 

   専門技術員は、普及方法、作物、野菜、花き、果樹、畜産、農業労働・６次産業

化、土壌肥料、病害虫、農業経営に関する高度で先進的な専門技術を分担して、改良

普及員の活動を支援する。また、専門技術員は農業革新支援専門員として、生産工程

管理・農作業安全、持続可能な農業・鳥獣害、担い手育成、土地利用型作物、園芸、

畜産、普及指導活動の７分野について担当する。専門技術員は、改良普及員に対する

迅速で的確な支援を行うため、農業改良普及（支）所ごとに窓口担当を設け、効率的

な情報の収集と伝達に努める。  
 

（参考）専門技術員と農業革新支援専門員の対比表 

 

農業革新支援専門員の区分 専門技術員の区分 農業革新支援専門員の区分 専門技術員の区分

土地利用型作物 作物 担い手育成 農業経営、ほか適宜担当

園芸 果樹、野菜、花き 自然災害対策 花き、ほか適宜担当

畜産 畜産 ６次産業化 農業労働、ほか適宜担当

生産工程管理・農作業安全 農業労働、ほか適宜担当 スマート農業 作物、ほか適宜担当

持続可能な農業・鳥獣被害対策
土壌肥料、病害虫、
ほか適宜担当

普及指導活動 普及指導方法

 
 

（３）農業普及推進室の業務内容と進め方 

 ①改良普及員等に対する支援  
  ア効率的、効果的な普及課題の解決を図るため、普及計画の策定、普及活動の実施、

活動実績の確認と評価に対して適切な支援を行う。  
  イ改良普及員等の資質向上を目的とした研修を実施する。また農業改良普及（支）



 
 

所が行う調査研究、現地試験手法やＯＪＴの支援も行う。 

②農家に対する直接指導 

解決が困難で高度な課題については、農業改良普及（支）所や試験研究機関等と

の連携を図りながら、直接農業者に対して課題解決に向けた普及支援活動を行う  
③重点プロジェクト活動  
  地域全体の収益性向上や新技術の導入等を推進するなどの課題については、チー

ムを編成し、改良普及員等と連携して解決に当たる。 

 ④関係機関との連絡調整 

ア専門項目に関する試験研究機関・大学等の研究成果を把握し、改良普及員等に迅

速に情報提供する。また、現場のニーズ把握に努め、試験研究の課題とすべき事

項について試験研究機関に伝達する。 

イ農業改良普及（支）所や関係機関、団体等の意向を把握し、普及事業の適切な運

営に反映させる。併せて、関係機関等に意見や方策を提案するなど連携を図る。 

ウ農業者や農業協同組合等との連携による「地域を支える元気な農林水産業」の実

現と国への施策提言、支援施策に対するコスト感覚に基づいた効率的なサポート

及び農業を活性化させるための試験研究の促進及び普及指導活動の充実を図るた

め、農業者・農業協同組合等、市町村、県関係行政部局との情報共有を進める。 

⑤調査研究の実施 

技術的、経営的な課題の解決や、開発された新技術の早期普及を図るため、専門

項目についての調査研究を実施する。 

⑥普及指導活動におけるＩＣＴ等先進技術の導入推進 

広域活動を行う専門技術員と各地域における改良普及員の連携活動が、より高度

で効率的な成果を求められる中で、ＩＣＴに代表される様なより先進的なシステム

機器等の導入に関し、積極的に検討を進め推進を図る。 

 

第５ 農業大学校（農業者研修教育施設）等における教育・研修の充実  

 農業者研修教育施設における研修教育は、実践的な農業の技術力と経営力を備え、効

率的かつ安定的な農業経営を行い、即戦力として活躍できる農業者を育成するため、必

要な取組を行うこととする。 

 教育・研修内容や体制の一層の充実を図るとともに、関係機関、団体等との連携を密

にすることにより、現場の実情を踏まえた就農支援を行う。 

 併せて、一般県民に開かれた農業者研修施設として、県民の農業理解の推進を目的と

した幅広い教育・研修活動を行う。 

 

１ 研修教育の内容の充実強化等    

（１）学生のニーズに応じた研修教育の実施   

学生や研修生の経歴等が多様化（農家出身でない者、普通科高校等出身者、社会人

経験者及び女性の増加等）し、卒業後、雇用就農する学生が増加している状況を踏ま

え、学生や研修生のニーズやレベルに応じた研修教育を実施するとともに、大型特殊

免許を始め就農後に必要となる資格の取得の機会を提供する。 

（２）実践力が高まる研修教育の実施  

先進的な農業経営者等による特別講座、農業インターンシップ、スマート農業技術

を利用した民間企業や試験研究機関等の先端的な機械等を活用した研修及び実習、生



 
 

産計画から販売までを体験する経営計画設計演習、国際的に通用する農業生産工程管

理（ＧＡＰ）の実践等の就農後の実践力が高まる研修教育手法を取り入れるとともに、

そのための施設・設備等の整備を進める。 

（３）指導職員の指導力向上  

指導職員の指導力向上のために必要な研修を実施し、指導職員の資質の向上を図

る。また、他産業の経営等に関する知識・経験を有する者と連携し、経営関連科目の

教育水準の向上に努めるとともに、他機関が主催する指導力向上につながる財務・会

計分野を含めた幅広い研修への参加を積極的に進める。 

（４）農業者研修教育施設の高度化 

専門学校として、農業者研修教育施設の高度化を推進する。 

 

２ 就農支援の取組の推進等   

（１）就農支援の取組の強化  

農業者研修教育施設は、卒業後に就農する学生等を増加させるために、農業改良普

及（支）所や関係機関との連携を一層密にし、就農支援の取組を強化する。特に、今

後、農業法人等への雇用就農の増加が見込まれることから、農業法人等に関する就農

情報の体系的な収集・提供、学生や研修生と農業法人等とのマッチングを行う。 

（２）学生や研修生に対する就農への意識付け  

学生や研修生に対して、研修教育期間の早期から定期的に就農相談、就農事例研究

等を通じて就農への意識付けを行う。 

（３）卒業生へのフォローアップ 

農業改良普及（支）所や関係機関と連携・役割分担の下、就農の促進や地域での就

農後の定着が図られるよう支援するとともに、卒業後についても状況に応じた支援や

再研修等を実施する。 

 

３ 農業高校等生徒への研修機会の提供等  

  農業者研修教育施設は、農業学科や普通科等の高等学校（以下「農業高校等」とい

う。）の生徒へ農業の魅力を伝え、将来的に農業を職業として選択する人材を育成す

るため、改良普及員や農業高校等と連携し、農業高校等の生徒に対する高度な研修機

会の提供、学校農業クラブ活動の支援等の活動を促進する。 

併せて、これらの活動を円滑に進めるとともに相互の指導力の向上を図るため、指導

職員と農業高校等教職員との交流・連携強化に努める。 

 

４ 社会人等への研修機会の提供等  

  農業者研修教育施設は、幅広い世代の就農希望者等が、栽培、病害虫、土壌・肥料、

ＧＡＰ等の農業技術や大型特殊免許を始め就農後に必要となる資格の取得等の農業経

営に係る研修を受けられるよう、研修の機会を提供する。 

  併せて、一般県民が、農業理解を深める研修等を受けられるよう、研修の機会を提

供する。 

（１）幅広い世代の就農希望者への研修機会の提供  

学生以外の、社会人を含む幅広い世代の就農希望者が、技術や知識を体系的に習得

できるよう、農業者研修教育施設において研修の機会を提供する。 

（２）一般県民への研修機会等の提供 



 
 

幅広い世代の一般県民に農業に対する理解を深めてもらうことを目的として、農業

体験等の研修や講義の聴講を受け入れ、農業理解の場を提供する。 

（３）新規就農者等の定着を図る取組 

新規就農者の定着を図るため、新規就農希望者の技術の向上等の農業者のキャリア

アップ及び経営発展を目的として経営計画作成を支援する研修や大型特殊免許をは

じめ必要となる資格取得の機会提供に努める。 

 

５ 先進的な農業者等による外部評価の実施  

  外部評価は、原則として農業者研修教育施設で実施する全ての研修教育のコース（教

育課程）を対象とし、就農者の増加や農業者の経営発展に資する研修教育であるかど

うかについて、先進的な農業者、卒業者等を含む委員による評価を行う。また、農業

者研修教育施設のＰＲや募集活動、就農支援活動、指導者の資質向上の取組等につい

ても評価を行う。 

  外部評価の結果は翌年以降の教育計画に反映し、研修教育の内容等の改善を行う。 

 

第６ 協同農業普及事業の実施に関する関係機関との連携等  

１ 市町村、農業委員会との連携  

（１）地域農業の振興を図るため、市町村の要請に応じて技術的な課題や計画策定等に

対する助言や支援を行う。また、農業生産力の増進及び農業経営の合理化支援の役

割を持つ農業委員会や市町村とも連携を図り、役割分担して農業振興が円滑かつ効

果的に推進できるよう支援する。  
（２）担い手の確保と地域農業の発展を図るため、市町村等と連携して、人・農地プラ

ンの実質化に向け「人と農地の問題」の解決への支援に取り組む。 

 

２ 農業協同組合との連携  

    農業協同組合は、地域農業の振興と密接に関連した立場にあり、また、営農指導や

流通販売に大きな役割を果たしている。そのため、農業協同組合の行う事業と連携し、

役割分担して農業者の支援に当たる。また、農業協同組合に属する営農指導員等の資

質向上に対し、必要に応じて協力する。 

   
３ 地域農業再生協議会等における活動  

    農業改良普及（支）所は、「市町村地域農業再生協議会」の構成員となり、市町村、

農業委員会、農業協同組合等との役割分担を明確にして、認定農業者や集落営農など

の担い手の確保と、担い手の効率的かつ安定的な農業経営実現と発展等への支援に取

り組む。 

 

４ 鳥 取 県 農 業 農 村 担 い手 育 成 機 構 との連 携  

   農業改良普及（支）所・農業大学校は、担い手の研修及び育成について公益財団法

人鳥取県農業農村担い手育成機構と連携して実施する。  
  農地集積・農地中間管理についても農地中間管理機構である公益財団法人鳥取県農

業農村担い手育成機構と連携して「人と農地の問題」の解決への支援に取り組む。 

 

 



 
 

５ 金 融 機 関 との連 携  

農業改良普及（支）所は、新規就農者や担い手の資金活用について、農業協同組合、

日本政策金融公庫等の金融機関と情報共有しながら支援する。 

 

６ その他 機 関 との連 携  

（１）担い手等農業者が抱える農業経営の諸課題に対しては、農業経営相談所の経営支

援チーム員として改良普及員等が、専門家、農業団体等との連携を図る。  

（２）県域を越える広域的な課題に対しては、他都道府県との情報共有や技術協力等に

努める。  
（３）地域資源の活用による地域農業の振興の観点から、林業、水産業及び他産業の指

導機関（商工会議所等）との連携を図る。 

（４）県民の農業に関する理解を深めるため、行政、教育機関、農業団体等が実施する  
農業に関する教育に対し情報提供等の必要な協力を行う。  
 

 



 
 

【その他、普及指導活動にかかる参考資料】  
１ 鳥取県普及職員研修基本計画（普及指導員等人材育成計画）  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県普及職員研修基本計画 

（普及指導員等人材育成計画） 

 

 

 

（令和３～７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月 

 

 

 

 

鳥取県農林水産部農業振興監経営支援課 



鳥取県普及職員研修基本計画 
令 和 ３ ～ ７ 年 度  
作 成 日 ： 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日  

１  基本方針 
  農業・農村を取り巻く環境が急速に変化する中で、農業に意欲的に取り組む農業者に対

する技術や経営の改善への支援、地域農業の活性化や、農村生活の改善への支援等を行う

ためには、普及職員の技術・経営指導能力（専門能力）をはじめ、関係機関との連携のも

とに課題解決を図る総合指導能力（コーディネート能力）、総合的な課題解決能力（企画

運営能力）の向上が不可欠である。 
  この基本計画は、改良普及員（普及指導員）及び専門技術員（農業革新支援専門員）が

農業者等を支援していくために必要な普及職員の資質・能力（技術・知識等）向上対策を

充実し、将来にわたって人材の育成・確保を図ることを目的に、今後５年間の計画として

策定するものである。 
 
２ 普及活動の目指すべき人材像 

 改良普及員は、農業者の意見・要望を十分に聴き取り、その中で問題を明確にした上で

課題化し、関係機関とも連携しながら課題解決していくことができる職員であり、自ら技

術向上に努め、地域農業の発展や農業経営改善に寄与する新技術導入や経営指導を行うこ

とを基本として、関係機関と連携してスペシャリスト機能とコーディネート機能を十分発

揮する資質を持つ人材である。 
 専門技術員は、行政機関や研究、教育機関等との連携により、効果的な普及指導活動に

取り組む職員であり、自らの知識や技能等を活用して専門分野ごとの普及指導員の資質向

上のために普及指導活動の総括及び企画調整を行う。また、先進的な農業者等からの専門

的な相談に対応できる高度で幅広い専門知識と資質を持つ人材である。 
 
３ 目指すべき人材像に求められる資質・能力 
  改良普及員及び専門技術員には、以下のような資質及び能力が必要である。 
（１）農業者及び関係者との信頼関係を構築しようとする意識 
（２）普及指導活動の手法（新規就農者から先進的な農業者に至るまでの多様な農業者に接 

   しコミュニケーションを図る手法、地域内外の幅広い関係者と連携を構築する手法及び 

  地域農業について将来の展望に基づいた戦略を立案する手法等） 
（３）農業に関する必要な専門的生産技術・経営指導能力（スペシャリスト能力） 
（４）農業現場で生じた問題等に対し、関係機関等との連携のもとに課題解決を図る能力 

   （コーディネート能力） 
（５）総合的な課題解決能力（企画運営能力） 
（６）普及活動の成果や新たな知見、正確な情報の農業者等への情報発信力 
（７）より高度な普及活動展開のための自己啓発と、普及事業を継続的に行うための人材 

  育成能力 
 
 
 
 



４ 人材育成に向けた取組（研修）方針 
  自己啓発及びＯＪＴ（On the job training）研修を基本に研修を充実・強化するとともに、

ＩＣＴ等も効果的に活用しつつ、計画的に集合研修や国等が行う研修へ派遣し、継続的に

習得させる。 
（１） 農業改良普及（支）所段階では、自己啓発及びＯＪＴ研修を基本とした研修を実施す 

る。研修総括担当者（次長等）及び農業改良普及（支）所長は、普及職員の能力を把握

し、効果的な研修が実施できるよう所内体制を整備する。専門技術員は、これを総合的

に支援する。 
   また、若手改良普及員や普及経験の浅い職員に対しては、普及職員ＯＢ等を活用して 

現場活動を通じた普及手法の習得研修を実施する。 
（２） 県段階では、専門技術員が中心となって体系的な集合研修を実施する。研修項目は、 

共通的な必須項目と個々で抱える課題、技術等の習得段階、緊急性等を考慮して選択項

目とする。 
（３）国段階では、農林水産研修所（つくば館）などで実施される研修に普及職員を計画的

に派遣し、高度で先進的な技術や農政課題に関する知識等の習得を図る。 
 
５ 研修体系 
（１）若手改良普及員（１～３年程度）の研修 
   １年目の普及職員（新規採用者及び他機関から新たに配属となった改良普及員）を対 

象に農業者等を支援するために必要な実践的な農業基礎技術を習得するための研修を行

う。また、試験場等において、特技部門の技術習得を図るなど早期に円滑かつ効率的な

活動ができるよう基礎的知識・技術を習得するための研修を行う。 
 １～２年程度の普及職員（新規採用者及び他機関から新たに配属となった改良普及員） 
に対して、現場指導力を確実に養成するため農業改良普及（支）所で新任期改良普及員 
職場研修を実施する。 
 ２～３年程度の普及職員（他機関から配属となった普及経験の浅い改良普及員を含む） 
を対象に普及方法に関する研修を行う。あわせて３年目の普及職員は、普及指導員資格

の取得を目標に対策研修を行う。 
 

《１年目》 
 ○実践的農業基礎技術研修 
    県庁・試験場・農業大学校等において専門技術員等から基礎技術・普及活動方法 

等の研修を行う 
  ・県農業の現状と課題及び普及方法研修              ３日間 
  ・農業経営基礎研修                                  ６日間 
  ・土壌診断研修                                   ３日間 
  ・病害虫診断研修                                   ２日間 
  ・鳥獣被害防止対策研修                               ２日間 
  ・農業機械・農作業安全研修                   １日間 
  ・労働・普及方法                        １日間 
  ・スマート農業、ＧＡＰ研修                   １日間 



○新任期改良普及員職場研修（ＯＪＴ研修） 
  ・先輩普及員による職場研修、農業体験              年 間 
    ・活動状況の情報交換・活動発表                   ２日間 
  ●新規採用普及職員研修（農林水産研修所つくば館）         ４日間 
 
《２年目》 
 ○新任期改良普及員職場研修（ＯＪＴ研修） 
  ・先輩普及職員による職場研修、農業体験              年 間 
    ・活動状況の情報交換・活動発表                   ２日間 
 ○普及方法研修会                         ４日間 
  ・中四国ブロック普及活動発表会へ派遣 
  ●中四国ブロック提案型研修（中国四国農政局）           ２日間 
 
《３年目》 
  ○普及指導員資格試験対策研修                   ８日間 
  ・筆記試験対策（農政全般、専門分野、普及方法） 
  ・口述試験対策 
 ○普及方法研修会                         ４日間 
  ・全国高度化普及活動成果発表会へ派遣 

 （注）○は県、●は国、中国四国ブロック段階で実施する研修を示す。以下同じ。 
 
（２）経験年数概ね３年以上の研修 
  ア 専門指導力強化研修 

     農業者、生産組織等の抱える技術的・経営的課題を適切に支援する上で必要な専 
門的知識・技術、情報処理等の指導能力強化のための研修を行う。 

 ○技術向上研修（作物、果樹、野菜、花き、畜産、総合支援） 
・農業者の支援上必要な課題等の研修               ５日間 

 ○情報処理・ＩＣＴ・スマート農業等研修              ３日間 
 ○農作業安全研修                                     １日間 
 ○流通マーケティング研修（県内流通・販売業者等）         ３日間 
  ●階層別研修・実務能力取得研修（農林水産研修所つくば館）     ３日間 
    ・新任普及指導員研修 
 ●行政ニーズ対応研修（農林水産研修所つくば館）        ３～４日間 
  ・土地利用型農業支援、国際水準ＧＡＰ推進、鳥獣被害防止対策、担い手経営力 

向上、新規就農支援、経営分析等 
 
    イ コーディネート能力（総合指導力）の向上研修 

      関係機関との連携のもとに地域の多様な技術的・経営的課題を解決するために必 
要な知識・技術・手法等の習得を図るため、行政施策等に対応した地域の重要課題 
の解決手法についての実践的な研修を行う。 

  ○自己啓発研修（職員人材開発センター等）             年 間 
  ●階層別研修・実務能力取得研修（農林水産研修所つくば館）     ３日間 



    ・課題発見力向上研修 
 ●行政ニーズ対応研修（農林水産研修所つくば館）          ４日間 
  ・中山間・農村地域マネジメント研修等 

 
    ウ 企画・運営能力の向上研修 

      普及指導活動で直面する農業者や地域の抱える課題を具体的に取り上げ、これを 
解決するための一連のプロセスを実践することを通じ、企画運営能力の向上を図る。 

  農業改良普及所においては、企画運営を目的としたケース・スタディ等の職場研修 
を強化する。 

 ○エキスパート養成研修                               年 間 
  ・農業者を支援していく上で必要な普及員の技術習得を図る 
 ○改良普及職員研修会                                    １日間 
  ・鳥取県改良普及職員協議会と共催 
 ○自己啓発研修（職員人材開発センター等）             年 間 
  ●階層別研修・実務能力取得研修（農林水産研修所つくば館等）    ４日間 
    ・マネジメント・人材育成、課題討議上級、普及指導センター所長研修等 

 
（３）専門技術員（農業革新支援専門員）の研修 

 ○自己研鑽研修（職員人材開発センター等）             年 間 
  ●階層別研修・実務能力取得研修（農林水産研修所つくば館）     ３日間 
   ・新任農業革新支援専門員研修、課題討議上級研修 

 
（４）普及指導員資格の取得推進 

 若手改良普及員以外で受験資格を有する改良普及員を対象に「普及指導員資格試験」

の受験を促し、有資格者の確保に努める。 

  ○普及指導員資格試験対策講座                        ８日間 
     ・資格取得に向けて必要な普及活動に関する知識や考え方の習得・醸成を行う。 
   ・筆記試験対策、口述試験対策 

 
６ 人材育成の推進体制 
  経営支援課と農業改良普及（支）所は、普及職員の資質向上を図るため、連携 

して人材育成に取り組む。また、国や民間が実施する研修会等を計画的に活用する。 
（１）経営支援課の役割 
   地域農業の重要課題や普及指導員のニーズ等に即した研修を企画し、体系的かつ計画 

  的な集合研修を実施する。県段階での各種研修や調査研究の実施については、担当分 

  野ごとの専門技術員が中心となり、農業大学校、農業関係各試験場、関係各課等と連 

  携して行う。 
   また、国段階の研修への普及指導員の派遣に際しては、研修の波及効率や成果等を鑑 

  み、所属長と協議し、研修テーマでの職務歴や職務内容及び日常活動での自己研鑽意欲 

  等に応じて派遣者を選定するとともに、研修後は集合研修等で研修成果の報告を行い、 

  専門分野ごとに情報を共有する。 
 



（２）農業改良普及（支）所の役割 
   農業改良普及（支）所長は、各改良普及員の経験や指導力に応じて必要とする研修内 

  容を把握するとともに、受講できるよう誘導する。また、研修への参加促進や日常活動 

  での自己啓発の奨励等をとおして、資質向上と本人のやる気を促し、前向きな姿勢で実 

  践できる人材の育成に努める。 
   特に、日常の職務を通じて行うＯＪＴ研修では、トレーナーの設置等による育成体制 

  を整備するとともに、職場全体でも若手職員の早期育成が図れるよう配慮する。 
   なお、国等での研修成果・情報については、所内会議等において、積極的に職員相互 

  の情報共有に努める。 
 
 
７ 研修体系の概要 

対象

者 

研修の 

ねらい 

国段階の研修 県段階の研修 

若 手 

改 良 

普 及 

員 （ 

１ ～ 

３ 年 

目 ） 

基 礎 的

な 知 識

・技術及

び 指 導

力 を 習

得する 

（1 年目） 

普及指導員養成研修  

（２年目） 

中四国ブロック新規普及職員研修  

（１年目） 

実践的農業基礎技術研修   

（１～２年目） 

新任期改良普及員職場研修  

（２～３年目） 

若手普及員普及方法研修   

（３年目） 

普及指導員資格試験受験対策講座  

３ 年 

目 以 

上 の 

改 良 

普 及 

員 

専 門 的

な 知 識

・技術及

び 指 導

力・企画

力・管理

力 を 習

得する 

階層別実務能力習得研修  

行政ニーズ対応研修  

ブロック提案型研修  

農業革新支援専門員専門分野研修  

全国・中四国ブロック調査研究会  

各特技技術向上研修  

作物・野菜・花き・果樹・畜産・総合支援 

各分野別研修  

スマート農業・農作業安全・鳥獣対策等 

流通マーケティング研修  

エキスパート養成研修  

改良普及職員研修  

普及指導員資格試験受験対策講座  
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